
かわら版 盛岡労働基準監督署からのお知らせ
令和６年12月

いわて年末年始無災害運動 実施中 令和６年12月１日～令和７年１月31日

岩手労働局・盛岡労働基準監督署

勤務間インターバル制度を導入しましょう！

賃金引上げ特設ページ ～取組事例の紹介・平均的な賃金検索～

令和6年10月27日より岩手県最低賃金が「時間額952円」に
引き上げられています。引き上げ額は前年比で59円です。

賃金の引き上げを行う必要がありますが、いくらにすればいい
か悩むときなどは、検索機能によって各地域・業種、職種の平均
的な賃金を調べることができます。
また、賃金引き上げを実施した企業の取組事例を見ることがで

きるほか、政府で行っている各種支援策を調べることができます。
是非、賃金引き上げ特設パージをご覧ください。

冬季特有災害の防止
▶積雪・凍結による転倒・墜落
災害の防止！敷地・通路の除雪、
融雪剤、滑り難い靴の着用
▶車両のスリップの防止！
速度を抑え、早めのブレーキ

▶雪下ろし時の墜落防止！
ヘルメット・命綱着用徹底

▶火災・火傷の防止！
▶一酸化炭素中毒の防止！
屋内での発電機等の使用禁止

▶凍結・緩みの繰返しによる土
砂崩壊防止！
▶作業時の保温と体操の実施！
▶強風によるハウス倒壊、除雪
機械の有資格者作業の徹底！

賃金引き上げ特設ページはこちら

平成31年4月から、勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務
になっています。
勤務間インターバル制度は、就業時間から翌日の始業時間までの間に一

定時間以上の休息時間を設ける制度で、働く人の生活時間や睡眠時間を確
保し、健康な生活を送るために有効なものです。
勤務間のインターバル時間を十分確保することにより、従業員の健康の

維持・向上につながります。また、勤務間インターバル制度を導入し、
ワーク・ライフ・バランスの充実を図ることにより、従業員の定着・確保
が期待でき、生産性の向上にもつながります。

(参考) 年収の壁・支援強化
パッケージはことら

(参考)
103万円の壁
130万円の壁
これらの対応
など ▶

勤務間インターバル制度の
導入・運用マニュアル、導入事例を紹
介しています。▼



労働者死傷病報告事項が改正され、電子申請が義務化されます！

令 和７年１月１日～

岩手労働局・盛岡労働基準監督署

全国労働衛生週間（10月 １ 日～７ 日）に実施する事項

働き方改革の推進にご協力をお願いいたします。 ▶

労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的として、令和7
年1月1日から以下のとおり改正されます。なお、電子申請に当たっては、「労働安全衛生法関係の届出・申
請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活用いただくことでスムーズに申請できます。

＼スマートフォンからの電子申請も可能です／
入力支援サービスを活用した電子申請はこちらから

厚生労働省HPにリンクします

以下の届出も電子申請が義務化されます︕
◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼ 定期健康診断結果報告
◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
◼ じん肺健康管理実施状況報告
◼ 事業の附属寄宿舎内での災害報告

令和6年4月1日から、建設業、ドライバー、医師の時
間外労働の上限規制が適用されています。
皆様へのお願いです。ご協力ください。
建設業では、週休2日制を見据えた適正な工期の設定
が必要です。
トラックドライバーに関しては、荷待ち時間・荷役時
間の削減と、再配達の削減が求められます。貸切バスや
送迎バス等の運転者に関しては、行程やダイヤの改善、
休憩時間確保のため、ＳＡ・ＰＡでの駐車ルールの順守
が大切です。
医師に関しては、緊急ではない病状での夜間・休日の
受診を避け、決められた診療時間内で受診しましょう。


